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「石川県次世代自動車充電インフラ整備構想」の改定について 

 

県は、昨年（平成２５年）７月、国（経済産業省）における「次世代自動車充電

インフラ整備促進事業（注１）」を活用した電気自動車やプラグイン・ハイブリッド自

動車用の充電インフラ整備設置を促進するために「石川県次世代自動車充電インフ

ラ整備構想」を策定しました。（平成２５年７月３日お知らせ済） 

その後、以下の充電インフラ整備に関する民間支援の拡充など、少ない費用負担

で充電設備が設置できる環境が整ってきました。 

・自動車メーカー４社による追加支援（注 2） 

・JTBコーポレートサービスによる充電設備設置事業（注 3） 

・「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」の１年間延長（注 4） 

これに伴い、現在、県内の自治体や民間事業者で、多くの充電器設置の計画が進

められていることから、この度、更なる充電インフラ整備の促進による次世代自動

車利用の一層の利便性向上を図るために、「石川県次世代自動車充電インフラ整備構

想」を改定（平成２６年４月４日、一般社団法人次世代自動車振興センター承認）

しましたのでお知らせします。 

 

○石川県次世代自動車充電インフラ整備構想について 

新規整備枠  急速・普通充電設備 ４６０基 （改定前 ２３０基） 

（市町ごとの整備枠は別紙参照） 

  詳細は以下の県ホームページを参照 

   http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/evphv_vision/index.html 

 

＜参考＞ 

(1)県内の充電設備数（平成２６年３月末現在） 

  急速充電設備：２０基  普通充電設備：１３９基 （計１５９基） 

 

  (2)今後の設置予定基数  １５０基以上 

    （自動車メーカー４社や JTBコーポレートサービス等からの情報） 

 

 注１ 経産省「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」 

http://www.cev-pc.or.jp/hojo/hosei_outline.html 

注２ 自動車メーカー４社による【PHV・PHEV・EV】充電インフラ普及支援プロジェクト 

http://tnhm-juuden.com/index.html 

 注３ JTBニュースリリース（平成 25 年 12月 9 日発表） 

「JTB コーポレートセールスが EV/PHV 普通充電器を 1,000 基保有全国の観光宿泊・レジ    

ャー施設に設置を促進!」 

 注４ 申請期限：平成 26 年 2月 28日（金）から平成 27 年 2月 27 日（金）に延長 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/evphv_vision/index.html
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/hosei_outline.html
http://tnhm-juuden.com/index.html
http://www.jtbcorp.jp/jp/press_release/


 

  （別紙） 

「石川県次世代自動車充電インフラ整備構想」 

（平成２６年３月 改定） 

 

市 町 名 
急速・普通充電設備 新規整備枠（基） 

（改定前からの増） 

金 沢 市 １００ （５０） 

七 尾 市 ２５ （１５） 

小 松 市 ４０ （２０） 

輪 島 市 ３０ （２０） 

珠 洲 市 ２５ （１５） 

加 賀 市 ４５ （２５） 

羽 咋 市 １０ （ ５） 

か ほ く 市 ２０ （１０） 

白 山 市 ４０ （２０） 

能 美 市 ２０ （１０） 

野 々 市 市 ２０ （１０） 

川 北 町 １０ （ ５） 

津 幡 町 １０ （ －） 

内 灘 町 １０ （ －） 

志 賀 町 ２０ （１０） 

宝達志水町 １０ （ ５） 

中 能 登 町 ５ （ －） 

穴 水 町 １０ （ ５） 

能 登 町 １０ （ ５） 

石 川 県  ４６０ （２３０） 



 

 

【参考１】充電設備設置に係る事務手続き（概要） 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）「一般社団法人 次世代自動車振興センター」や「【PHV・PHEV・EV】充電インフ

ラ普及支援プロジェクト事務局」から上記補助率での補助金を受ける場合には、

機種や設置する場所などに要件があります。 

 

    【問合せ先】 

○一般社団法人 次世代自動車振興センター コールセンター 

電話：03-5501-4420 

○【PHV・PHEV・EV】充電インフラ普及支援プロジェクト事務局 

電話：0570-030-057 

    

① 県の構想に沿う

ことの確認申請  

② 確認書交付  

③ 補助申請 

⑤ 補助（補助率２／３） 

申請期限   ：平成 27 年 2 月 27 日 

設備設置期限：平成 27 年 10 月 30 日 

 

申請期限   ：平成 26 年 9 月 30 日 

設備設置期限：平成 26 年 12 月 26 日 

 

 

 

充電設備設置者 

一般社団法人 

次世代自動車振興 

センター 

 

県 

【PHV・PHEV・EV】 

充電インフラ普及支援 

プロジェクト事務局 

④ 補助申請 

⑥ 補助 

（補助率１／３） 



 

 

【参考２】JTBコーポレートサービスによる充電設備設置事業（概要） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    【問合せ先】 

     ○JTB コーポレートセールス「ＥＶモビリティ観光活性化事業チーム」 

電話：03-6737-9270 

 

設置受付窓口：株式会社JTB商事金沢営業所 

電話：076-232-2621 
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本事業活用者 

契約  

事務手続きは、JTBコーポレ

ートサービスが実施 

場所と電気を提供 
確認書交付  


